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【手続補正書】
【提出日】平成30年10月18日(2018.10.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像データの成分ごとにウェーブレット変換する変換工程と、
前記変換工程による変換後のデータをサブバンドごとに符号化する符号化工程と、
前記画像データを前記符号化工程により符号化した合計符号量が閾値を超えているかどう
か判定し、前記閾値を超えている場合には、前記合計符号量が前記閾値以下となるよう前
記サブバンドの単位で符号化データを、所定のデータと置換するか又は破棄する符号量制
御工程と
を有することを特徴とする符号化方法。
【請求項２】
前記符号量制御工程では、前記合計符号量が前記閾値以下となるように、優先度が低いサ
ブバンドから、前記符号化データを前記所定のデータと置換するか又は破棄することを特
徴とする請求項１に記載の符号化方法。
【請求項３】
前記符号量制御工程では、前記サブバンドのグループごとに付された優先度に基づいて、
前記優先度が低いグループから順に、当該グループのサブバンドすべてを前記所定のデー
タと置換しても前記合計符号量が前記閾値を超える場合には前記グループのサブバンドす
べての前記符号化データを前記所定のデータと置換し、前記閾値以下となる場合には、当
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該グループのサブバンドのうち、前記所定のデータに置換すれば前記合計符号量が前記閾
値以下、かつ、最大となるサブバンドの符号化データを、前記所定のデータと置換するか
又は破棄することを特徴とする請求項１に記載の符号化方法。
【請求項４】
前記所定のデータは、前記画像データを符号化した符号化データの末尾に付加されること
を特徴とする請求項３に記載の符号化方法。
【請求項５】
前記優先度は、前記成分と、前記サブバンドの周波数帯域に応じて決定されることを特徴
とする請求項２乃至４のいずれか一項に記載の符号化方法。
【請求項６】
前記優先度は、前記サブバンドが低域であるほど高いことを特徴とする請求項５に記載の
符号化方法。
【請求項７】
前記画像データの成分はＲＧＢ成分を含むことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一
項に記載の符号化方法。
【請求項８】
前記成分は、輝度成分と色差成分とを含み、
前記輝度成分の優先度は、前記色差成分の前記優先度よりも高いことを特徴とする請求項
２乃至６のいずれか一項に記載の符号化方法。
【請求項９】
前記画像データは、Ｇ１、Ｇ２、Ｒ、Ｂの４つの成分で構成されるベイヤー画素で構成さ
れ、
前記優先度は、Ｇ１およびＧ２成分については同じであり、Ｒ成分、Ｂ成分の順で低くな
ることを特徴とする請求項２乃至６のいずれか一項に記載の符号化方法。
【請求項１０】
前記画像データは、Ｇ１、Ｇ２、Ｒ、Ｂの４つの成分で構成されるベイヤー画素で構成さ
れ、
前記符号量制御工程では、Ｇ１およびＧ２成分のサブバンドは破棄しないことを特徴とす
る、請求項２乃至６のいずれか一項に記載の符号化方法。
【請求項１１】
前記画像データは、Ｇ成分の高域成分であるＧＨ成分と、Ｇ成分の低周波成分であるＧＬ
成分とＲ成分とＢ成分とから生成された輝度成分であるＹ成分と、色差成分であるＵ、Ｖ
成分とで構成され、
前記優先度は、Ｙ成分、ＧＨ成分、Ｙ及びＶ成分の順で低くなることを特徴とする請求項
２乃至６のいずれか一項に記載の符号化方法。
【請求項１２】
前記輝度成分のサブバンドは破棄されないことを特徴とする請求項１１に記載の符号化方
法。
【請求項１３】
前記所定のデータは、前記変換工程により出力されるウェーブレット変換係数を０として
前記符号化工程により符号化したデータであることを特徴とする請求項１乃至１２のいず
れか一項に記載の符号化方法。
【請求項１４】
前記変換工程では、前記画像データを、該画像データを構成するタイルの単位で離散ウェ
ーブレット変換し、
前記符号量制御工程では、前記タイルが複数の場合には、複数のタイルの間で対応する前
記サブバンドは、まとめて前記所定のデータと置換するか又はまとめて破棄することを特
徴とする請求項１乃至１３のいずれか一項に記載の符号化方法。
【請求項１５】
低域のサブバンドから高域のサブバンドの順に配置した符号化ストリームを生成する工程
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をさらに有することを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか一項に記載の符号化方法。
【請求項１６】
画像データの成分ごとにウェーブレット変換する変換手段と、
前記変換手段による変換後のデータをサブバンドごとに符号化する符号化手段と、
前記画像データを前記符号化手段により符号化した合計符号量が閾値を超えているかどう
か判定し、前記閾値を超えている場合には、前記合計符号量が前記閾値以下となるよう前
記サブバンドの単位で符号化データを、所定のデータと置換するか又は破棄する符号量制
御手段と
を有することを特徴とする符号化装置。
【請求項１７】
前記変換手段による変換後のデータをサブバンドごとに量子化する量子化手段を更に有し
、
前記符号化手段は、前記量子化手段により量子化されたデータを、サブバンド毎に符号化
することを特徴とする請求項１６に記載の符号化装置。
【請求項１８】
前記符号量制御手段は、前記合計符号量が前記閾値以下となるように、優先度が低いサブ
バンドから、前記符号化データを前記所定のデータと置換するか又は破棄することを特徴
とする請求項１６又は１７に記載の符号化装置。
【請求項１９】
前記符号量制御手段は、前記サブバンドのグループごとに付された優先度に基づいて、前
記優先度が低いグループから順に、当該グループのサブバンドすべてを前記所定のデータ
と置換しても前記合計符号量が前記閾値を超える場合には前記グループのサブバンドすべ
ての前記符号化データを前記所定のデータと置換し、前記閾値以下となる場合には、当該
グループのサブバンドのうち、前記所定のデータに置換すれば前記合計符号量が前記閾値
以下、かつ、最大となるサブバンドの符号化データを、前記所定のデータと置換するか又
は破棄することを特徴とする請求項１６または１７に記載の符号化装置。
【請求項２０】
前記所定のデータは、前記画像データを符号化した符号化データの末尾に付加されること
を特徴とする請求項１９に記載の符号化装置。
【請求項２１】
前記優先度は、前記成分と、前記サブバンドの周波数帯域に応じて決定されることを特徴
とする請求項１８乃至２０のいずれか一項に記載の符号化装置。
【請求項２２】
前記優先度は、前記サブバンドが低域であるほど高いことを特徴とする請求項２１に記載
の符号化装置。
【請求項２３】
前記画像データの成分はＲＧＢ成分を含むことを特徴とする請求項１６乃至２２のいずれ
か一項に記載の符号化装置。
【請求項２４】
前記成分は、輝度成分と色差成分とを含み、
前記輝度成分の優先度は、前記色差成分の前記優先度よりも高いことを特徴とする請求項
１８乃至２２のいずれか一項に記載の符号化装置。
【請求項２５】
前記画像データは、Ｇ１、Ｇ２、Ｒ、Ｂの４つの成分で構成されるベイヤー画素で構成さ
れ、
前記優先度は、Ｇ１およびＧ２成分については同じであり、Ｒ成分、Ｂ成分の順で低くな
ることを特徴とする請求項１８乃至２２のいずれか一項に記載の符号化装置。
【請求項２６】
前記画像データは、Ｇ１、Ｇ２、Ｒ、Ｂの４つの成分で構成されるベイヤー画素で構成さ
れ、
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前記符号量制御手段は、Ｇ１およびＧ２成分のサブバンドは破棄しないことを特徴とする
、請求項１８乃至２２のいずれか一項に記載の符号化装置。
【請求項２７】
前記画像データは、Ｇ成分の高域成分であるＧＨ成分と、Ｇ成分の低周波成分であるＧＬ
成分とＲ成分とＢ成分とから生成された輝度成分であるＹ成分と、色差成分であるＵ、Ｖ
成分とで構成され、
前記優先度は、Ｙ成分、ＧＨ成分、Ｙ及びＶ成分の順で低くなることを特徴とする請求項
１８乃至２２のいずれか一項に記載の符号化装置。
【請求項２８】
前記輝度成分のサブバンドは破棄されないことを特徴とする請求項２７に記載の符号化装
置。
【請求項２９】
前記所定のデータは、前記変換手段により出力されるウェーブレット変換係数を０として
前記符号化手段により符号化したデータであることを特徴とする請求項１６乃至２８のい
ずれか一項に記載の符号化装置。
【請求項３０】
前記変換手段は、前記画像データを、該画像データを構成するタイルの単位で離散ウェー
ブレット変換し、
前記符号量制御手段は、前記タイルが複数の場合には、複数のタイルの間で対応する前記
サブバンドは、まとめて前記所定のデータと置換するか又はまとめて破棄することを特徴
とする請求項１６乃至２９のいずれか一項に記載の符号化装置。
【請求項３１】
低域のサブバンドから高域のサブバンドの順に配置した符号化ストリームを生成する手段
をさらに有することを特徴とする請求項１６乃至３０のいずれか一項に記載の符号化装置
。
【請求項３２】
画像を撮影して画像データを生成する撮像手段と、
前記撮像手段により生成した画像データを入力とする請求項１６乃至３１のいずれか一項
に記載の符号化装置と、
前記符号化装置により符号化された符号化データを記録する手段と
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項３３】
コンピュータを、請求項１６乃至３１のいずれか１項に記載の符号化装置の各手段として
機能させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記目的を達成するために本発明は以下の構成を有する。すなわち、本発明の一側面に
よれば、
画像データの成分ごとにウェーブレット変換する変換工程と、
前記変換工程による変換後のデータをサブバンドごとに符号化する符号化工程と、
前記画像データを前記符号化工程により符号化した合計符号量が閾値を超えているかどう
か判定し、前記閾値を超えている場合には、前記合計符号量が前記閾値以下となるよう前
記サブバンドの単位で符号化データを、所定のデータと置換するか又は破棄する符号量制
御工程と
を有することを特徴とする符号化方法が提供される。
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